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年
　
　
　
　
－
　
　
　
　
金

4

月

か

ら

保

険

料

を

改

定

1

ケ

月

2

千

2

百

円

に

し
か
し
、
国
民
年
金
か
ら
老
齢
年
金

や
．
通
算
老
齢
年
金
を
受
け
る
た
め
に

は
、
決
め
ら
れ
た
と
お
り
加
入
の
届
出

を
し
、
保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、
み
ん
な
が

受
け
ら
れ
る
老
齢
年
金
や
通
算
老
齢
年

金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ば
か
り
か
、

け
が
や
病
気
で
一
定
の
障
害
が
残
っ
た

と
き
に
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
や
、
夫

と
死
別
し
た
と
計
に
支
給
さ
れ
る
母
子

年
金
な
ど
も
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま

す
。
保
険
料
は
、
毎
月
、
月
末
ま
で
に

必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
納
付
の
免
除
と
い

う
措
置
が
あ
り
ま
す
の
で
、
国
保
年
金

係
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
保
険
料
が
四
月
か
ら
次

の
と
お
り
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

一
ケ
月
　
二
千
二
百
円

（
現
行
千
四
百
円
）

国
民
年
金
は
、
歳
を
と
っ
た
り
、
け

が
や
病
気
で
一
定
の
障
害
が
残
っ
た

り
、
夫
と
死
別
し
た
と
き
な
ど
に
加
入

者
や
加
入
し
て
い
た
人
を
対
象
に
、
年

金
を
支
給
す
る
制
度
で
す
が
、
昭
和
三

十
六
年
の
発
足
当
時
か
ら
現
在
ま
で
、

た
び
重
な
る
年
金
額
の
水
準
の
引
き
上

げ
が
行
な
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て

、
こ
の
よ
う
な
水
準
の
引
き
上
げ
と
と

も
に
、
物
価
の
上
昇
に
ス
ラ
イ
ド
し
て

自
動
的
に
年
金
額
を
引
き
上
げ
る
措
置

も
、
あ
わ
せ
て
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
年
金
を
支
給
す
る
た
め

の
財
源
に
は
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん
が

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
（
積
立

金
）
と
、
国
庫
負
担
が
二
対
一
の
割
合

で
充
て
ら
れ
ま
す
が
、
今
回
の
国
民
年

金
保
険
料
の
引
上
げ
は
、
昨
年
九
月
に

年
金
額
の
水
準
の
引
上
げ
が
行
わ
れ
、

た
と
え
ば
、
二
十
五
年
納
付
の
老
齢
年

金
が
夫
婦
で
月
額
七
万
五
千
円
（
付
加

保
険
料
を
納
付
し
た
と
き
）
に
な
る
な

ど
、
給
付
改
善
に
見
合
う
保
険
料
と
す

る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
す
。

な
お
、
加
入
者
の
皆
さ
ん
が
納
付
さ

れ
た
保
険
料
は
、
将
来
の
年
金
給
付
の

財
源
と
し
て
、
積
み
立
て
ら
れ
ま
す

が
、
こ
の
積
立
金
の
一
部
は
、
上
下
水

道
の
整
備
、
保
育
所
や
病
院
の
拡
充
な

ど
わ
た
し
た
ち
の
生
活
環
境
の
充
実
の

た
め
地
方
公
共
団
体
に
還
元
融
資
さ
れ

ま
す
。

保
険
料
は

毎
月
月
末
ま
で
に

国
民
年
金
制
度
の
発
足
と
と
も
に
、

国
民
皆
年
金
が
実
現
し
た
と
い
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
誰

で
も
年
金
に
よ
っ
て
老
後
が
保
障
さ
れ

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

障
害
年
金
の
請
求
は

こ
　
の
　
よ
う
に

国
民
年
金
制

度
で
は
、
病
気

や
け
が
で
障
害

※国民年金に加入すれば※

者
に
な
っ
た
場
合
も
、
年
金
が
支
給
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ど
の

よ
う
な
と
き
に
支
給
さ
れ
る
か
知
ら
な

い
た
め
に
受
給
要
件
は
満
た
し
な
が
ら

請
求
し
て
い
な
い
人
も
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。そ

こ
で
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
支
給

さ
れ
る
か
も
う
一
度
み
て
み
ま
し
ょ

，
つ
。

膚
　
障
害
年
金
の
支
給
要
件

◆
症
状
が
固
定
し
た
日
（
廃
疾
認
定
日
）

病
気
や
け
が
で
初
め
て
医
者
に
か

か
っ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日

ま
で
に
な
お
ら
な
か
っ
た
場
合
は
、

そ
の
三
年
経
過
の
日
に
、
表
に
定
め

る
程
度
の
廃
疾
の
状
態
に
あ
り
、
か

つ
、
保
険
料
の
納
付
状
況
が
、
初
診

日
の
前
日
に
お
い
て
次
の
こ
と
が
必
．

要
と
さ
れ
ま
す
。

の
　
初
診
日
に
国
民
年
金
睡
加
入
し
て

い
た
場
合
Ｊ
次
の
い
ず
れ
か
北
該
串
・
－

し
て
い
る
こ
と
′

研
保
険
料
納
付
済
期
間
が
十
五
年
以

上
で
あ
る
こ
と
。

㈹
保
険
料
納
付
済
期
間
が
五
年
以
上

あ
り
、
か
つ
、
そ
の
期
間
が
、
被
保
険

者
期
間
か
ら
保
険
料
免
除
期
間
を
差
し

引
い
た
期
間
の
三
分
の
二
と
同
じ
か
、

ま
た
は
多
い
こ
と
。

蜘
最
近
の
三
年
間
が
保
険
料
納
付
済

期
間
、
ま
た
は
保
険
料
免
除
期
間
で
あ

る
こ
と
。

何
国
民
年
金
の
保
険
料
納
付
済
期
間

と
免
除
期
間
お
よ
び
、
他
の
公
的
年
金

制
度
の
加
入
期
間
の
合
計
が
一
年
以
上

あ
り
、
か
つ
、
最
近
の
一
年
間
に
つ
い

て
保
険
料
未
納
期
間
、
お
よ
び
、
免
除

期
間
が
な
い
こ
と
。

瑚
老
齢
年
金
の
受
給
資
格
期
間
を
満

た
し
て
い
る
こ
と
（
五
年
年
金
、
特
例

老
齢
年
金
は
除
く
）

∽
　
初
診
日
に
国
民
年
金
に
加
入
し
て

い
な
か
っ
た
場
合

初
診
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
未
満
で

あ
り
、
か
つ
、
川
の
脚
に
該
当
す
る
こ

と
。な

お
、
国
民
年
金
に
加
入
し
て
間
も

な
く
、
病
気
や
け
が
を
し
、
障
害
者
に

な
っ
た
よ
う
な
人
で
、
障
害
年
金
の
支

給
要
件
に
該
当
し
な
い
場
合
で
も
、
保

険
料
の
滞
納
が
な
け
れ
ば
、
障
害
福
祉

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
以

前
生
れ
の
人
に
つ
い
て
は
、
七
十
歳
前

に
障
害
者
に
な
っ
た
場
合
も
同
じ
く
、

障
害
福
祉
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

年
金
額

障
害
年
金
の
年
金
額
は
、
老
齢
年
金

の
例
に
よ
り
計
算
し
た
緻
（
一
級
の
障

害
者
は
、
そ
の
額
の
一
二
五
㌫
の
額
）

で
す
が
、
最
低
保
障
額
が
決
っ
て
お

り
、
二
級
の
障
害
者
は
年
額
一
二
十
九
万

六
千
円
（
月
額
三
万
三
千
円
）
、
一
級

の
障
害
者
は
四
十
九
万
五
千
円
（
月
額

四
万
一
千
二
百
五
十
円
）
が
保
障
さ
れ

て
い
ま
す
。

障
害
福
祉
年
金
の
年
金
額
は
、
二
級

障
害
者
は
年
額
十
六
万
二
千
円
（
月
額

一
万
三
千
五
百
円
、
一
級
障
害
者
は
年

額
二
十
四
万
三
千
六
百
円
（
月
額
一
万

八
千
円
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ｔ 、

疾

の

ｌ

Ｊ、．

級

両腕切断、両

足切断・牟 盲、

全ろう、結該、

賠神病などで、

程

度

　（

日常生活に殆ん

・を他人の介血を

国

民

年

金

必要とする状態

2

片腕切断、片

法

別

表

足切断、結該、

精神病などで、

級 日常生活に著 し
い不日畠をきた

す状態



‖酬冊柵Ⅲ冊ｌ酬冊冊日脚冊Ⅲ酬Ⅲ日日冊冊　昭和52年3月10日Ｉｌ冊冊

⊂詰芸　証鵠　＝コ
町は、次の日程で国民健康保険被保険者証の切替えを行います。

現在使用されている使険証の有効期間は、52年3月末日までで、こ
の切替えをしていないと4月1日以降の受診はできませんのでご注意

ください。なお、切替えを行うとき印鑑と保険証をご持参ください0

◇日時　3月22日～3月24日　9時～16時

◇場所　水巻町役場酉別館　　　◇持参品　被使険者証　印鑑

「
．

町
建
設
工
事
な
ど

指
名
廉
の
受
付
け

昭
和
五
十
二
年
度
に
水
巻
町
に
発
注

す
る
建
設
工
事
、
測
量
、
設
計
、
地
質

調
査
業
務
の
入
札
、
見
積
り
に
参
加
希

望
さ
れ
る
か
た
を
、
次
の
要
領
で
受
付

け
ま
す
の
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

㊥
受
付
期
間
　
4
月
1
日
～
1
5
日

㊥
受
付
場
所
　
町
総
務
課
財
政
係

㊥
資
格
　
町
内
に
営
業
所
を
有
す
る
私

人
及
び
法
人

建
設
工
事
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

書
の
様
式
及
び
、
入
札
参
加
の
資
格
な

ど
く
わ
し
い
こ
と
は
、
町
財
政
係
へ
。

を
設
定
す
る
場
合
、
現
在
農
地
を
五
十

ア
ー
ル
以
上
耕
作
し
て
い
る
か
、
申
請

に
よ
っ
て
農
地
を
取
得
す
る
場
合
、
ま

た
は
、
農
地
の
利
用
上
の
権
利
を
設
定

す
る
場
合
、
申
請
農
地
を
含
め
て
五
十

ア
ー
ル
以
上
と
の
規
定
が
あ
り
ま
し
た

が
、
福
岡
県
告
示
第
百
八
十
二
号
、
昭

和
五
十
二
年
二
月
十
日
付
で
、
こ
の
農

地
の
面
積
が
そ
れ
ぞ
れ
四
十
ア
ー
ル
に

な
り
ま
し
た
。

く
わ
し
い
こ
と
は
産
業
課
に
お
た
ず

ね
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
を
交
通
事
故

か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

農

地

法

の

改

正

農
地
法
第
三
条
の
規
定
が
一
部
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

農
地
を
農
地
と
し
て
取
得
す
る
場

合
、
ま
た
は
、
農
地
の
利
用
上
の
権
利

こ
ど
も
の
交
通
事
故
は
、
例
年
日
照

時
間
が
長
く
な
り
、
し
か
も
季
節
的
に

春
め
き
、
こ
ど
も
た
ち
の
屋
外
活
動
が

活
発
に
な
る
三
月
か
ら
増
加
す
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
し
く
入
学
、

入
園
す
る
こ
ど
も
た
ち
が
、
期
待
に
胸

を
ふ
く
ら
ま
せ
て
お
り
、
交
通
安
全
の

た
め
に
道
路
の
正
し
い
歩
き
か
た
な

「

ど
、
し
具
体
的
な
指
導
が
必
要
な
時
期
で

も
あ
り
ま
す
。
！

そ
こ
で
、
こ
ど
も
を
持
つ
保
護
者
、

特
に
母
親
を
は
じ
め
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や

周
囲
の
人
た
ち
が
十
分
注
意
し
て
、
こ

ど
も
た
ち
を
交
通
事
故
か
ら
守
る
た

め
、
こ
ど
も
の
交
通
事
故
の
特
徴
を
知

っ
て
も
ら
う
と
と
も
に
、
遵
守
し
て
も

ら
い
た
い
こ
と
を
あ
げ
て
み
ま
し
た
。

〔
こ
ど
も
の
事
故
の
特
徴
〕

◎
三
歳
か
ら
五
歳
ま
で
の
幼
児
が
多

く
、
特
に
四
歳
児
に
い
た
っ
て
は
、
小

学
生
の
三
倍
近
く
に
達
し
て
い
る
。

◎
事
故
原
因
で
は
「
と
び
出
し
」
が

圧
倒
的
に
多
く
、
次
い
で
「
車
の
直
前

直
後
の
横
断
」
　
「
信
号
無
視
」
の
噸
と

な
っ
て
い
る
。

〔
保
護
者
へ
〕

◎
交
通
安
全
の
指
導
は
、
買
物
の
行

き
帰
り
な
ど
を
利
用
し
て
、
横
断
歩
道

な
ど
の
現
場
で
、
正
し
い
横
断
の
仕
方

な
ど
を
繰
り
返
し
具
体
的
に
教
え
、
体

験
を
通
じ
て
、
習
慣
化
さ
せ
る
よ
う
に

す
る
。〔

新
入
学
児
童
に
〕

◎
実
際
の
通
学
、
通
園
時
間
に
合
せ

て
、
保
護
者
が
実
地
に
信
号
機
や
道
路

標
識
の
見
方
、
横
断
歩
道
の
正
し
い
横

断
の
仕
方
な
ど
を
繰
り
返
し
指
導
す
る

◎
定
め
ら
れ
た
通
学
・
通
園
路
を
必

ず
利
用
さ
せ
る
。

◎
寝
る
前
に
明
日
の
準
備
を
す
ま

せ
、
登
校
時
間
に
余
裕
を
持
た
せ
る
。

〔
ド
ラ
イ
バ
ー
へ
〕

◎
狭
い
道
路
や
裏
通
り
で
は
、
ス
ピ

ー
ド
を
控
え
め
に
す
る
。

◎
こ
ど
も
の
姿
を
見
た
ら
徐
行
し

て
、
い
つ
で
も
止
ま
れ
る
よ
う
心
掛
け

る
。◎

こ
ど
も
が
道
路
を
横
断
し
よ
う
と

し
て
い
る
と
き
は
、
後
続
車
に
も
合
図

し
て
や
る
。

◎
交
差
点
を
左
折
す
る
と
き
は
、
左

側
に
自
転
車
に
乗
っ
た
こ
ど
も
が
い
な

い
か
を
確
認
す
る
。
特
に
大
型
車
の
場

合
は
注
意
す
る
。

㊥－－

ー救急の正　し　い

通報　の　し　か　た一

救急車は「691・0119」番をまわせ

ば必ず来てくれてますが、その気安さから救

急車をタクシー代りに乱用したり、反対に利

用方法がわからなかったため、時期を失って

大事になるなど、正しい通報のしかたが知ら

れていません。そこで、正しい通報のしかた

をまとめてみましょう。

まず、691・0119番をまわし、あわ

てず、Ｆ救急です」と告げ、次の噸序で要領
ｌ

よく伝えましょう。

通報の内容

（卦住所（たとえば○○町〇番〇号○○商店

前と、くわしく告げる〕

㊥どうしてけがをしたか、また、どのよう

な事故か

（勤どのような状態か

④持病があれば、病名、かかりつけの病院

及び主治医名

サイレンが聞こえたら案内人を出して救急

誘導し（夜間は壊中電灯で）救急隊員に

1ことを宙えます。芸

①救急隊が到者するまでの容体の変化
（り傷病者のために行った応急手当の内容

ｌｌ・

＜別表＞月別こどもの交通事故死者数

（昭和49年～51年）

語 ＼竺
4 9 年 （人 ） 5 0 年 （人 ） 5 1 年 （人 ）

1　　 月 7 3 8 5 7 2

2　　 月 、8 年 － 7 8 6 9

3　　 月 1 2 1 1 3 4 1 3 2

4　　 月 1 5 8 1 4 3 1 1 7

5　　 月 1 4 1 1 6 9 1 3 4

ノ．
6　　 月 1 1 9

1

1 1 9 1 1 1

注）1、警察庁資料による。

2　15歳以下を計上した。

．1ヽ



香
典
返
し
と
し
て
次
の
か
た
か
ら
社
会
福
祉
協
議
会
に
ご
寄

贈
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
と
と
も
に

あ
っ
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

三
ツ
頭
区
　
　
　
故
永
富
　
ヒ
デ
殿
　
土
井
　
寿
三
殿

吉
田
ノ
二
御
輪
地
　
故
副
田
マ
ツ
ヲ
殿
　
副
田
　
衛
殿

…酬日脚　昭和52年3月10日11冊冊ⅢⅢ冊…ⅢⅢ冊酬ⅢⅢ冊冊酬＝日日冊

初

任

婦

教

室

◇

日

時

　

3

月

7

・

1

4

・

2

8

日

、

1

3

時

3

0

分

～

1

5

時

3

0

分

◇
会
場
　
役
場
西
別
館

◇
内
容
　
妊
娠
か
ら
育
児
ま
で
と
家
族

計
画
指
導

母

子

保

健

相

談

◇
日
時
　
3
月
1
8
日
、
9
時
3
0
分
～
1
1

時

3

0

分

◇
会
場
　
吉
田
団
地
公
民
館

◇
内
容
　
育
児
及
び
家
族
計
画
相
談
指

導
（
身
長
・
体
重
側
定
）

婦
　
人
ガ
　
ン
検
診

◇
日
時
　
3
月
2
4
日
、
9
時
～
1
4
時
、

（
受
付
、
9
時
～
1
0
時
、
1
2

時
3
0
分
～
1
3
時
）

◇
会
場
　
町
民
会
館
（
検
診
軍
内
）

◇
料
金
　
千
九
百
円
（
国
保
被
保
険
者

負
担
金
五
百
円
、
社
保
、
そ
の
他
負

担
金
千
円
）

検
診
希
望
者
は
、
負
担
金
を
添
え
て

町
衛
生
係
、
国
保
係
へ
。

◇
申
込
み
期
間
　
3
月
1
1
日
～
2
2
日

◇
受
付
人
員
　
申
込
み
先
着
百
人

成

人

病

教

室

◇
日
時
　
3
月
1
6
日
、
1
3
時
3
0
分
～
1
5

時
3
0
分

◇
会
場
　
遠
賀
保
健
所
栄
養
指
導
室

◇
内
容
　
高
血
圧
症
の
食
事
療
法
相
談

と
指
導

1
3
時
～
1
3
時
3
0
分
、
血
圧
測
定

1
3
時
3
0
分
～
1
4
時
　
講
話

1
4
時
～
1
5
時
　
減
塩
食
調
理
実
習

1
5
時
～
1
5
時
3
0
分
　
試
食
、
相
談
指

導
◇
受
講
料
・
検
診
料
　
無
料

◇
受
講
希
望
申
込
み
　
3
月
1
5
日
ま
で

町
厚
生
課
に
申
込
み
く
だ
さ
い
。

隣

り

組

み

に

入

り

ま

し

ょ

う

町
か
ら
の
連
絡
は
、
現
在
、
は
と
ん

ど
が
「
広
報
み
ず
ま
き
」
で
し
て
い
ま

す
が
、
緊
急
な
場
合
は
、
一
部
、
回
覧

で
す
る
こ
と
も
あ
り
、
隣
り
組
み
に
入

っ
て
い
な
い
場
合
、
大
切
な
連
絡
が
伝

わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

町
と
住
民
の
み
な
さ
ん
と
の
連
絡
を

密
に
す
る
た
め
に
も
、
す
べ
て
の
み
な

さ
ん
が
各
地
区
の
隣
り
組
み
に
入
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

巡

回

婦

人

相

談

県
婦
人
相
談
所
で
は
、
一
般
婦
人
が

家
庭
や
個
人
的
に
困
っ
て
い
る
な
ど
、

他
人
に
言
え
な
い
問
題
を
も
っ
て
い
る

保育園幼稚園小中学校行事日程

区

分

】

園　 校　 名

卒 園 ・卒 業 式 入 園 ・入 学 式

月　 日 時 月　 日 時

保

育

園

第 1 保 育 園 3 月 3 0 日 9 時 4 月　 4 日 9時

第 2　　 〝 〝 1 0 時 〝 1 0時

舞 3　　 〝 ′′ 1 1 時 〝 1 1 時

み な み保 育 園 3 月 2 5 日 1 0 時 〝 1 0 時

北　 保　 育　 園 〝　2 6 日 1 0 時 4 月　 5 日 1 0時

幼 、

稚

岨

水 巻 幼 稚 園 3月 1 7 日 1 0 時 4 月　 9 日 1 0 時

聖 母 幼 稚 国 3 月 1 6 日 1 0 蒔 4 月 1 2 日 1 0 時

中 央 幼 稚 園 － － 4 月　 8 日 1 0時

小

学

校

伊 佐 座 小 学 校 3 月 1 8 日 1 0 時 4 月　 6 日 1 0 時

富 田 小 学 校 ′′ 〝 ′′ 〝

頃 未　 〝 ′′ 〝 〝 ′′

机 小 学 校 ′′ ′′ 〝 〝

猪 熊 小 学 校
〝 ′′ ′′ 〝

中
叢

水 巻 中 学 校 3 月 1 5 日 1 0 時 4 月　 7 日 1 0 時

水 巻 南 中学 校 〝 ′′ 〝 〝

□
発
行
人
　
水
巻
町
長
　
伊

「
．
．

藤
‥
衝
．
門
　
】
口
編
　
集

人
の
相
談
に
応
じ
、
要
保
護
女
子
の
転

落
防
止
と
保
護
更
生
を
は
か
る
目
的
で

巡
回
相
談
を
行
い
ま
す
。

家
庭
内
外
の
紛
争
、
結
婚
、
離
婚
、

男
女
間
の
問
題
、
家
出
、
浮
浪
女
子
、

精
薄
女
子
．
子
供
の
こ
と
、
家
庭
経
済

過
去
の
あ
や
ま
ち
、
誘
惑
、
そ
の
他
婦

人
が
も
っ
て
い
る
心
配
ご
と
や
身
の
ふ

り
万
に
つ
い
て
の
相
談
内
容
に
よ
り
、

法
務
局
・
家
庭
裁
判
所
・
福
祉
事
務
所

・
婦
人
相
談
所
が
こ
れ
に
応
じ
ま
す
。

相
談
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
日
時
　
3
月
1
8
日
（
金
）

午
前
1
0
時
～
午
後
3
時
ま
で

★
場
所
　
遠
賀
町
公
民
館
別
館

（
旧
役
場
横
）

国

　

土

　

調

　

査

4
月
か
ら
填
末
地
区

町
で
は
、
昭
和
五
十
年
度
か
ら
五
ケ

年
計
画
で
、
猪
熊
地
区
か
ら
国
土
調
査

（
地
籍
調
査
）
事
業
を
実
施
し
て
き
ま

し
た
が
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
か
ら
頃

末
地
区
（
大
字
頃
末
）
の
国
土
調
査
に

入
り
ま
す
。

こ
の
調
査
は
、
こ
れ
ま
で
の
土
地
台

．
板
や
字
図
楓
正
し
い
測
量
に
よ
っ
て
新

し
い
土
地
台
帳
や
字
図
を
作
り
、
土
地

の
正
し
い
位
置
、
形
、
地
番
、
地
目
、

忘
積
り
攫
蔓
、
壷
碧
の
財

産
を
守
る
と
と
も
に
、
土
地
改
良
事
業

や
い
ろ
ん
な
建
設
事
業
計
画
に
利
用
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い

ま
す
。
住
民
の
か
た
の
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
に
つ
い
て
不
審
な
点
が

あ
れ
ば
、
役
場
国
土
係
調
査
係
に
お
た

ず
ね
く
だ
さ
い
。

訂
　
　
　
正

広
報
2
月
2
5
日
号
の
「
猟
銃
の
管
理

」
の
記
事
の
中
で
、
猟
期
の
終
了
が
2

月
2
5
日
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
2
月

1
5
日
で
し
た
の
で
、
訂
正
す
る
と
と
も

に
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。

ＪＹ′′〝′′．・・′一・・′′．・・′”′′”〝ノノ”〝′”Ｗ．・・′′・・一′．．・”ノ〝カリの”Ｖ′′〝一′′”〟′′．・′′－・．′－・・′〝〝′ん〝′ル肋仰′〃Ｖ′′

ヽ　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ

日　曜　在　宅　医

691・05

691・2616　、

601

093・24

末
宋
末
橋膳

頃
頃
頃
大

科
科
料
科

膚

　

　

児

皮
外
外
∵
円

院
院
院
院

医
医
医
医

藤
辺
江
本

伊
渡
人
橋

診察時間は9時～17時、原則として往診はしません。

3月13日

20日

・127日

極目

ノウ

、
、
．
ヽ
．
、
Ｈ
、
一
°
一
、
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｈ
、
Ｐ
°
一
丈

水
　
巻
　
町
　
住
　
民
　
相
　
談
　
室
　
（
電
　
話
　
6
0
1
－
4
3
2
1
）

ロ
　
印
　
刷
　
冷
　
牢
　
田
　
印
　
刷
　
合
　
資
　
会
　
社


